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○
経
済
産
業
省
告
示
第
九
十
号

商
店
街
振
興
組
合
法
施
行
規
則
（
平
成
十
九
年
経
済
産
業
省
令
第
十
二

号
）
第
六
十
七
条
第
三
号
及
び
第
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
経
済
産
業
大

臣
が
指
定
す
る
社
債
等
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
八
日

経
済
産
業
大
臣

甘
利

明

１

商
店
街
振
興
組
合
法
施
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
六

十
七
条
第
三
号
に
規
定
す
る
経
済
産
業
大
臣
の
指
定
す
る
も
の
は
、
取

得
時
に
お
い
て
指
定
格
付
機
関
（
企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣

府
令
（
昭
和
四
十
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
）
第
一
条
第
十
三
号
の
二
に

規
定
す
る
指
定
格
付
機
関
を
い
う
。
附
則
第
二
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
よ
り
、
Ｂ
Ｂ
Ｂ
格
相
当
以
上
の
格
付
が
付
与
さ
れ
て
い
る
も
の
と
す

る
。

２

規
則
第
六
十
七
条
第
五
号
に
規
定
す
る
経
済
産
業
大
臣
の
指
定
す
る

も
の
は
、
取
得
時
の
直
前
の
事
業
年
度
に
お
け
る
利
益
配
当
率
が
一
割

以
上
の
も
の
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
告
示
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
社
債
等
の
指
定
の
特
例
）

第
二
条

こ
の
告
示
の
施
行
前
に
取
得
し
た
社
債
又
は
約
束
手
形
（
証
券

取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
第
八
号

に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。
）
で
あ
っ
て
取
得
時
に
お
け
る
指
定
格
付
機

関
に
よ
る
格
付
が
な
い
も
の
又
は
Ｂ
Ｂ
Ｂ
格
相
当
未
満
の
も
の
に
つ
い

て
は
、
本
則
第
一
項
の
規
定
は
、
同
項
中
「
取
得
時
」
と
あ
る
の
を
「

こ
の
告
示
の
施
行
の
日
」
と
読
み
替
え
て
適
用
す
る
。

２

こ
の
告
示
の
施
行
前
に
取
得
し
た
株
式
で
あ
っ
て
取
得
時
の
直
前
の

事
業
年
度
に
お
け
る
利
益
配
当
率
が
不
明
な
も
の
又
は
一
割
未
満
の
も

の
に
つ
い
て
は
、
本
則
第
二
項
の
規
定
は
、
同
項
中
「
取
得
時
」
と
あ

る
の
を
「
こ
の
告
示
の
施
行
の
日
」
と
読
み
替
え
て
適
用
す
る
。


